
行政書士法改正と民主党・国会

１．行政書士法は議員立法で成立した。

２．行政書士法は議員提案で改正してきた。

３．民主党は議員提案は原則禁止。

４．自治体・各種団体の要望は幹事長室に。

５．幹事長室では担当副幹事長が窓口。

６．幹事長室が内閣と調整して閣法で提案する。

７．連合は直接幹事長・各省三役・首相と直通。

８．行政書士制度推進議員連盟の役割は？



鳩山内閣の国会への法案提出のあり方
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行政書士法改正案の国会提出ルート
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民主党への陳情の受け皿は幹事長室（担当副大臣）
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政策決定の流れ（閣議までの政策決定プロセス）
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民主党の組織運営とは
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鳩山内閣（民主党）と意志決定システム

内閣
１　閣議
２　基本政策閣僚委員会
３　政府与党首脳会議
４　国家戦略室
５　行政刷新会議
６　各省政務三役会議
７　各省政策会議

党本部
１　幹事長　　
２　副幹事長
３　国体委員会
４　議員

都道府県支部連合会
１　代表
２　政務調査会
３　地方選略本部

要望先と要望の政策実現化ルートは幹事長室

地方～党本部～行政～閣議～国会～



幹事長室が窓口・日程調整は県連に



地方版戦略局の設置の動き 09.10.07

民主党都道府県組織
地域戦略局
・国会議員
　・県議会議員
　・市議会議員

・政官業癒着の排除
・利益誘導政治からの脱却

政府
国家戦略局

・地元や業界団体の陳情・要望の集約
・県市長村の陳情・要望

民主党本部

民主党幹事長室
陳情の窓口を一本化

社民党

国民新党


